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１．環境経営方針 

 

 

【 経 営 理 念 】 
 

   当社は、環境に配慮し地球温暖化防止及び廃棄物の適正処理及び 

廃棄物の適正処理及び推進するため環境保全に対する取り組みを 

基本として、廃棄物の収集運搬及び、貨物運送等社員一人一人が 

自覚を持って活動します。 

 

【 環 境 経 営 方 針 】 

以下の環境への取り組みを重点分野として定め、環境への負荷低減等の 

取り組みを推進し、環境経営を継続的に改善していきます。 

  

① 車輌の軽油使用量を抑制し、CO２排出の低減に努めます。 

② 節水に取り組みます。 

③ 環境に配慮した運転を心掛けるために、安全運転に取り 

組みます。  

④ 環境関連法規を遵守します。 

⑤ リサイクルを推進することにより廃棄物の削減を図ります。 

                         

 

 2020年 4月 1日 

安 田 運 送 有 限 会 社 
                     代表取締役社長 

                      安田 政雄 



- 3 - 

２．事業の概要 

   ○事業所名及び代表者氏名  

       事業所：安田運送 有限会社 

        代表者：安 田 政 雄 

  

    ○所在地  

     本  社：栃木県芳賀郡茂木町大字青梅 397-1                  

北高岡事業所：栃木県芳賀郡茂木町北高岡 549-1 

   

   ○環境管理担当者連絡先  
環境管理責任者：安田茂光  

担当者 ：安田美千代 

連絡先：０２８５－６３－１８９６ 

 

       ○従業員数  

       21名 

 

        ○事業内容  

一般貨物運送業 

一般廃棄物収集運搬業 

               産業廃棄物収集運搬業 

 

        ○事業の規模  

   設立年月日   昭和 42年 4月 1日 

資本金     600万円 

    売上高     2021年度 24,500万円 

   

○許可内容  

（1）一般廃棄物収集運搬業 
    

 許 可 番 号 許可年月日 有効年月日 

茂木町 茂木町指令第 3-2号 2021.9.1 2023.9.4 

益子町 益子町指令環第 3-97号 2021.9.20 2023.9.19 

市貝町 市貝町指令町第 3-01号 2021.9.20 2023.9.19 

芳賀町 芳賀町指令環第 3-21号 2021.4.1 2023.3.31 

 



- 4 - 

 

（2）産業廃棄物収集運搬業 

産業廃棄物の種類 許可番号 許可年月日 有効年月日

群馬県 同上 01000161386 R4.3.29 R9.3.28

富山県

燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラス
チック類・紙くず・木くず・繊維くず・動植物性残さ・
金属くず･ガラスくずｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず・
鉱さい・がれき類・ばいじん　【※積替え保管なし】
（自動車等破砕物である物を除き、石綿含有産業
廃棄物・水銀使用製品産業廃棄物である物を含
み、水銀含有ばいじん等であるもの・特別管理産
業廃棄物であるものを除く）

01609161386 R4.11.24 R9.11.12

燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカ
リ・廃プラスチック類・紙くず・木くず・
繊維くず・動植物性残さ・ゴムくず、
金属くず、ガラスくずｺﾝｸﾘｰﾄくず及び
陶磁器くず・がれき類・　ばいじん
【※積替え保管なし】

千葉県 01200161386 R3.4.22 R8.2.21

神奈川県 同上 01400161386 R元.5.15 R6.5.14

岩手県

燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカ
リ・廃プラスチック類（石綿含有産業
廃棄物を含む）・紙くず・木くず・繊維
くず・動植物性残さ・金属くず･ガラス
くずｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず（石
綿含有産業廃棄物を含む）・鉱さい・
がれき類（石綿含有産業廃棄物を含
む）・ばいじん　【※積替え保管なし】

00300161386 R4.2.8 R9.2.7

埼玉県 同上 01100161386 R4.8.9 R9.6.29

燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカ
リ・廃プラスチック類（石綿含有産業
廃棄物を含む）・紙くず・木くず・繊維
くず・動植物性残さ・金属くず･ガラス
くずｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず（石
綿含有産業廃棄物を含む）・鉱さい・
がれき類（石綿含有産業廃棄物を含
む）・ばいじん　【※積替え保管なし】

栃木県 00900161386 R3.8.4 R8.8.3

福島県 同上 00707161386 2022/4.20 R9.4.4

廃油・廃プラスチック類・紙くず・木く
ず・繊維くず・動植物性残さ・金属く
ず　・ガラスくず・コンクリートくず及び
陶磁器くず
【※積替え保管なし】

茨城県 00801161386 R3.8.3 R8.8.2

 
 

(3)  一般貨物運送業 

許可番号 78東陸自 2貨 2第 328号 
許可日 

（変更） 
昭和 53年 3月 13 日 
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〇収集運搬実績（2020.4～2021．3） 
   

  数量（ｔ） 

一般廃棄物 

可燃ごみ 71.44 

アルミ缶・ペットボトル 3.49 

小    計 74.93 

産業廃棄物 

廃プラスチック類 4,548.94 

木くず 541.75 

繊維くず 109.97 

金属くず 152.09 

ガラス陶磁器くず 3.28 

紙くず 349.45 

がれき類 214.43 

小    計  5,919.91 

 

 

〇運搬車両 
   

小型車両 
パッカー車 ３台 

２ｔ車   ３台 

・一般廃棄物収集運搬 

・産業廃棄物収集運搬 

・一般貨物運送 

大型・中型車両 
１０ｔ車 １１台 

４ｔ車   １台 

・産業廃棄物収集運搬 

・一般貨物運送 
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   〇 実 施 体 制           

【環境組織図】

経 営 責 任 者
代表取締役
安田 政雄

経営管理責任者
安田 茂光

業務部
・廃棄物収集運搬
・一般貨物運送

総 務 部

総務担当
安田 美千代

貨物運送部門
安田 茂光

エコアクション21事務局
安田 美千代

 
    

・経営における課題とチャンスを整理し、明確にする。
・環境管理責任者を任命する。
・環境方針を制定する。
・システム推進に必要な「人・もの・金」を準備する。
・環境経営システムの全体の評価と見直しを行う。
・外部からの苦情や要望を受け付ける窓口。
・環境目標及び活動計画を策定し、社長の承認を得る。
・環境目標及び活動計画の達成状況や実施状況の確認と評価を行い、
　社長に報告する。
・環境関連法規の取りまとめ、最新チェック及び遵守状況の確認をする。
・教育訓練の実施リーダー。
・代表者による全体の評価と見直しのための情報を報告する。
・環境管理責任者の補佐
・文書、記録を管理する
・環境管理責任者の補佐。
・文書、記録を管理する。
・活動計画の担当者として実行する。
・システムで定めたルール、取り組み事項を自発的、積極的に実施する。
・達成状況、実施状況を把握し、環境管理責任者に報告する。

役割・責任

経営責任者

環境管理責任者
(専務）

ｴｺｱｸｼｮﾝ21事務局
（総務担当）

社員

 
   ◎対象範囲 

    当社は事業概要に記載の通り、全組織、全活動を対象範囲としている。 
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３.環境目標 

 

① 2021年度～2023年度     

    

中期目標(2020年度基準）(2020.4月～2023.3 月)  2021 年度 2022 年度 2023 年度 

二酸化 

炭素  

排出量の 

削減 

車両の燃費 

(軽油) 

2023年度までの 

3年間で 1.5％ 

向上 

小型車両 

【基準 4.99】 

㎞/ℓ 

(軽油量 21,526ℓ) 

目

標 

（+0.5％） 

 

5.01 

（+1.0％） 

 

5.04 

（+1.5％） 

 

5.06 

大型・中型車両 

【基準 3.42】 

㎞/ℓ 

(軽油量 353,474ℓ) 

目

標 

（+0.5％） 

 

3.43 

（+1.0％） 

 

3.45 

（+1.5％） 

 

3.47 

廃棄物の

削減 

ごみ減量化 

3年間で 3％削減 

ごみの減量化 

【基準 2.22】 

ｔ 

目

標 

（-1.0％） 

 

2.20 

（-2.0％） 

 

2.18 

（-3.0％） 

 

2.15 

水使用量

の削減 

2023年までの 

3 年間で   

3％削減 

水使用量削減活動 

【基準 241】 

ℓ 

目

標 

（-1.0％） 

 

238 

（-2.0％） 

 

236 

（-3.0％） 

 

234 

事業項目 上記車両の燃費向上の目標による 

 

 
 ※電力使用量については、当社の全環境負荷に占める割合が 1％であるため目標としては取り 

  上げていないが、日常的な節電の取組みは実施している 

 ※化学物質はエンジンオイル等の車輌用品のみで、PRTR 対象物質及び毒物等に関わる使用は 

無いことから、目標として取り上げていません      

 ※産業廃棄物については日常的に排出するものがないこと、また、一時的には廃タイヤが 

出るが、安全上から削減をコントロールできないことから目標として取り上げていません 
 

 

 

 

 



- 8 - 

４．環境目標の実績  

  2021 年度 2022 年度 2023 年度 評価 

二酸化 

炭素  

排出量

の削減 

車両の燃費 

(軽油) 

2023年度まで

の 3年間で

1.5％向上 

小型車両 

【基準 4.99】 

㎞/ℓ 

(軽油量   

21,526ℓ) 

目

標 
5.01 5.04 5.06 

達成 

実

績 

5.01 

(22,640ℓ) 

 

（   ） 

 

（   ） 

大型・中型車両 

【基準 3.42】 

㎞/ℓ 

(軽油量  

353,474ℓ) 

目

標 
3.43 3.45 3.47 

達成 

実

績 

3.44 

(337,175ℓ) 

 

（   ） 

 

（   ） 

 
Kg- 

CO2 
941,177    

廃棄物

の削減 

ごみ減量化 

3 年間で  

3％削減 

ごみの減量化 

【基準 2.22】 

ｔ 

目

標 
2.20 2.18 2.15 

達成 
実

績 
2.20   

水  

使用量

の削減 

2023年までの 

3 年間で   

3％削減 

水使用量   

削減活動 

【基準 241】 

ℓ 

目

標 
238 236 234 

達成 
実

績 
234   

事業 

項目 
上記車両の燃費向上の目標による 

 

 

 

二酸化炭素排出量の推移 

項目 単位 2016年度 2017年度 2018年度 2019 年度 2020年度 2021 年度 

二酸化

炭素 

排出量 

Kg-co2 720,560 737,526 775,883 1,175,911 980,408 941,177 

排出係

数 
 0.464 0.464 0.464 0.494 0.494 0.494 

電気事

業者 
 東京電力 東京電力 東京電力 JXTG ENEOS ENEOS 
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５．環境活動計画（継続計画） 

 

二酸化炭素排出量

の削減活動 

 エコドライブの周知と実施 

  ・急発進・急加速・急減速はしない 

  ・無駄なアイドリングはしない 

  ・定速走行を心がける 

 作業者はエコドライブのチェック表への記録を毎日実施する 

 車両の点検整備を適時実施する 

 タコグラフによる走行状況の管理(運行管理者・環境管理責任者) 

 車両毎の燃費を集計しグラフ化する 

廃棄物の削減活動 

（リサイクル推進） 

 物の無駄な使用と購入をなくす 

 もったいない意識の強化 

 ミスコピ－の防止 

 不要なコピ－はしない(ペーパーレス化) 

 ごみ箱の分別表記と分別状況の確認 

水使用量の 

削減活動 

 節水シ－ルを貼って節水を促す 

 蛇口は使い終わったらしっかりと閉め、出しっぱなしにしない 

 ジャバシャバとださないで、必要分だけ出す 

 パッキンが劣化したら早急に取り換える 

グリ－ンの購入 

の推進活動 

 エコマ－ク等の環境配慮製品であるかをチェックし、配慮製品の購入に  

 心掛ける 

 車や関係部品は燃費向上につながるかをチェックし、その購入に心掛ける 
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６ 環境活動の取組結果(達成状況) とその評価及び次年度の取組みポイント 

活動項目 取組の実施状況 達成状況の評価 次年度の取組 

二
酸
化
炭
素
排
出
量
削
減 

 

小型 

車両の  

燃費 

向上 

 
【達成】 

 

 
目標を達成することができた。 

 

 
引続きエコドライブに努めていき 

 

 
たい。 

 

  
 

エコドライブの取組みについて  今後もエコドライブは 

は、タコグラフによる管理と燃 
 

もちろんのこと、引続き 

費データをグラフ化し、その推 
 

タイヤの空気圧点検を 

怠らずに毎日確認する。 

大型・ 

中型 

車両の 

燃費 

向上 

移を全員がみられるように掲示 【達成】 
暖房使用時はエアコンを

停止する 

もして取組みの喚を図りながら

取組みを進めることが出来た 
目標成することができた。  

 

ｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞの取組みに加え、ﾀｲﾔの空

気圧点検に気を配るようにした。 

また、暖房使用の際曇り止めのため

にｴｱｺﾝを使っていたがｴｱｺﾝの使用

頻度を減らす努力をするよう指導した

ことも燃費向上に要因ではないかと

考えられる。 

 

   

 
   

   

  
  

    

2017年度の基準に比して二酸化炭素 
 

の排出量は 33％増加した。売上高が 
 

77％増加している通り、業務量が増 
 

加したことによるものであり、やむを   

得ない結果である。   

廃棄物        

の削減 

ごみの分別の徹底と物の無駄 【達成】 
 

な使用と購入をなくすことに心 目標達成できた。 今後も、ごみの減少を目 

がけ、もったいない意識の強化 
 

指して、無駄な物を購入 

を図ることができた。また、ミス 
 

しないように気を付ける。 

コピーの防止等をなくすことも 
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心がけて実施した。 
 

  

活動項目 取組の実施状況 達成状況の評価 今後の取組 

水使用量      

の削減 

水の流しっぱなしに注意して 【達成】   

行った。(使用後、口頭で確認) 目標達成することができた。 流しっぱなしのないよう 

洗車時間を少しでも短縮する 水の出しっぱなし禁止、ｼﾞｬﾊﾞｼﾞｬﾊﾞ使 指導を継続する 

ように心がけた 用しない等の取組みに対して昨年 引き続き節水を心掛ける 

  同様取組みことが出来た。   

  
 

  

   

 
   

７．環境関連法規への違反、訴訟等の有無 

環境関連法規制 対象 遵守項目 遵守状況 

廃棄物処理法 
一般・産業廃棄物   

収集運搬事業者 

 委託契約書の締結 

 マニフェストの返送   

 処理実績の報告   

適合 

自動車リサイクル法 収集運搬・貨物運送車両  リサイクル券の備え付け 適合 

浄化槽法 単独浄化槽(7 人槽)  11 条検査、保守点検 適合 

9 都県市条例 一般貨物運送車両  適合車 適合 

芳賀郡中部環境衛生

事務組合の条例 
 一般廃棄物処理実績報告 適合 

令和 4年 4月 15日に遵守状況をチェックした結果、環境関連法規への違反はありません。   

  また、関係当局よりの違反等の指摘も過去５年以上ありません。同様に訴訟等も創業以来 

  1件もありません。 

    

 

８．代表者による全体評価と見直しの結果 
  ｴｺｱｸｼｮﾝ 21の導入から 16年が経過した。 

当社にとっての最大の課題である車両の燃費については、大型・中型車両・小型車両夫々 

達成することが出来た。 

今年度は、タイヤの溝・空気圧などに気配るようにしたり、冬場のエアコンの使用頻度を減らす 

よう指導したところ、その時期の燃費が良くなり目標達成という結果を残すことが出来た。 

来期の取組みとして、引き続き安全運転・エコドライブに努め、事故ゼロを目指していきたい。 

また、環境関連法規はもとより業務に関わる全ての法規の遵守を継続していかなければならない。 

環境経営方針はこのまま継続し、新たに策定した 2021～2023年度の中期目標の達成を目指し一人一 

 人が考え、行動し、良い結果につなげていかなければならない。 


